
事業番号 0404
　　　　　　　　　　　　　平成２４年行政事業レビューシート　　　　(厚生労働省)
事業名 身体障害者体育等振興 担当部局庁 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 作成責任者

事業開始・
終了(予定）年度 昭和38年度 担当課室 企画課自立支援振興室 君島淳二

会計区分 一般会計 施策名
Ⅷ-1-1　障害者の地域における生活を支援するため、障害者の生活
の
　　　　場、働く場や地域における支援体制を整備すること

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
－

関係する計
画、通知等

スポーツ基本法、障害者基本法、障害者基本計画、重点施策実施５カ年計画

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

　障害者スポーツに係る普及・啓発、調査研究、情報収集・提供、パラリンピック等の国際大会への派遣などの選手強化等の総合的な振興事
業を行い、障害者がスポーツを通じて生活を豊かにするとともに、国民の障害者に対する理解と関心の高揚を図り、障害者の社会参加の一層
の促進に資することを目的とする。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

①競技技術の向上等のための調査研究や情報収集・提供、スポーツの普及・啓発等を行う事業（補助率10/10）
②パラリンピック、デフリンピック、スペシャルオリンピックス世界大会等への派遣や強化合宿等を行う事業（20年度～）（補助率2/3）
③総合国際競技大会においてメダル獲得が有望である選手を指定し強化するための活動費等の助成を行う事業（21年度～）（補助率10/10）
を実施するのに必要な補助金を交付する。

実施方法 □直接実施　　　　　□委託・請負　　　　　■補助　　　　　□負担　　　　　□交付　　　　　□貸付　　　　　□その他

予算額・
執行額

（単位:百万円）

21年度 22年度 23年度 24年度 25年度要求

予
算
の
状
況

当初予算 320 256 507 831 831

補正予算

繰越し等

計 320 256 507 831 831

執行額 320 251 507

執行率（％） 100% 98% 100%

成果目標及び
成果実績

（アウトカム）

成果指標 単位 21年度 22年度

％ ― ―

23年度
目標値

（　　年度）

本事業は、障害者スポーツの普及・啓発、パラリン
ピック等の国際大会への選手の派遣、強化合宿等の
活動費の補助を行い、障害者の自立や社会参加の
推進を図ることを目的としているため、成果指標を示
すことはできない。

成果実績 ― ― ― ―

達成度 ―

活動指標及び
活動実績

（アウトプット）

活動指標 単位 21年度 22年度 23年度 24年度活動見込

パラリンピック・デフリンピック等への派遣者数

活動実績

（当初見込
み）

人
349 52 75 ―

(267) (54) (130) (294)

指定強化事業の対象者数（延べ人数）

活動実績

（当初見込
み）

人
3116 1296 2959 ―

― (1949) (1949) (2959)

単位当たり
コスト

391,288（円／人）

算出根拠

単位当たりコスト＝広州ｱｼﾞｱﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会派遣事業実績額／派
遣者数＝20,347千円／52人

92,536（円／人）
単位当たりコスト＝22’指定強化事業実績額／対象者数＝119,927千円／
1,296人

費　目 24年度当初予算 25年度要求 主な増減理由

日本障害者スポーツ協会 831 831

計 831 831

平
成
2
4
・
2
5
年
度
予
算
内
訳



平成２２年行政事業レビュー 平成２３年行政事業レビュー

事業所管部局による点検

評 価 項　　　目 評価に関する説明

目
的
・
予
算
の
状
況

○ 広く国民のニーズがあり、優先度が高い事業であるか。
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ等を目指す障害者に活動費等を助成すること
により、障害者の社会参加を促進するとともに、共生社
会の実現に寄与している。

○
国が実施すべき事業であるか。地方自治体、民間等に委ねるべき事業
となっていないか。

障害者基本法第25条では「国は、障害者が円滑にス
ポーツを行うことができるようにするため、施設、設備そ
の他の諸条件の整備、スポーツ等に関する活動の助成
その他必要な施策を講じなければならない」とされてい
るため、国で必要な施策を講じる必要がある。

- 不用率が大きい場合は、その理由を把握しているか。

資
金
の
流
れ

、
費
目
・
使
途

○ 支出先の選定は妥当か。競争性が確保されているか。

　パラリンピックへの選手団の派遣については、国際パ
ラリンピック委員会に加盟している各国のパラリンピック
委員会のみに認められている。また、選手強化のため
の事業も、JPC加盟団体の活動内容の把握等、パラリン
ピックと密接に関係しており、唯一競技団体を統括して
いる当法人のみが行える環境となっている。さらに、障
害者スポーツの振興については、障害者基本計画（平
成14年12月24日閣議決定）において当協会を中心とし
て進めることとされている。
これらのことから、当協会以外に事業実施可能な団体
はない。

○ 単位あたりコストの削減に努めているか。その水準は妥当か。
選手の強化活動費やパラリンピック等の派遣について
は必要最低限の額を確保しているところであり、単位当
たりコストをこれ以上削減することはできない。

○ 受益者との負担関係は妥当であるか。
派遣費用については、国が３分の２、選手が３分の１を
負担している。

○ 資金の流れの中間段階での支出は合理的なものとなっているか。 適切に委託先を選定し、支出されている。

○ 費目・使途が事業目的に即し真に必要なものに限定されているか。
選手の活動費やパラリンピック等の派遣費など経費の
みが計上され、適切に事業が実施されている。

- 適切な成果目標を立て、その達成度は着実に向上しているか。

○ 活動実績は見込みに見合ったものであるか。 活動実績は見込みに見合ったものとなっている。

○
類似の事業があるか。その場合、他部局・他府省等と適切な役割分担と
なっているか。

日本障害者スポーツ協会は障害者スポーツ（パラリン
ピック等）を所管し、日本オリンピック委員会は健常者の
スポーツ（オリンピック）を所管している。

　※類似事業名とその所管部局・府省名
日本オリンピック委員会補助
文部科学省スポーツ・青少年局

- 整備された施設や成果物は十分に活用されているか。

点
検
結
果

○パラリンピックへの選手団の派遣については、国際パラリンピック委員会に加盟している各国のパラリンピック委員会のみに認められてい
る。
また、選手強化のための事業も、JPC加盟団体の活動内容の把握等、パラリンピックと密接に関係しており、唯一競技団体を統括している
当法人のみが行える環境となっている。さらに、障害者スポーツの振興については、障害者基本計画（平成14年12月24日閣議決定）におい
て当協会を中心として進めることとされている。これらのことから、日本で唯一の統括団体である当協会が適切に事業を実施している。
○当該補助金は、事業実績報告書により、具体的な使途を把握しており、適正に執行されている。また、補助内容に沿った事業実績をあ
げ、事業の目的を果たしている。
○障害者基本法第２５条には、「国及び地方公共団体は、障害者が円滑にスポーツを行うことができるようにするため、施設、設備その他の
諸条件の整備、スポーツ等に関する活動の助成その他必要な施策を講じなければならない」と規定され、国が必要な施策を講じることが明
記されている。近年は、世界的にトップアスリートの競技レベルが向上する中、パラリンピック等の国際競技大会で通用する日本代表選手の
育成のため、国内のトップアスリートの競技レベルの向上が強く求められている。
　このような中、平成２２年８月には「スポーツ立国戦略」が策定されるとともに、平成２３年６月には「スポーツ基本法」が成立、さらに平成２
４年３月には「スポーツ基本計画」が策定され、障害者スポーツを含むスポーツの推進を国策として行うことを柱としているところ。
　今後は、スポーツ基本法第２５条第１項において、「国は、優秀なスポーツ選手を確保し、及び育成するため、スポーツ団体が行う合宿、国
際競技大会又は全国的な規模のスポーツの競技会へのスポーツ選手及び指導者等の派遣、優れた資質を有する青少年に対する指導そ
の他の活動への支援、スポーツ選手の競技技術の向上及びその効果の十分な発揮を図る上で必要な環境の整備その他の必要な施策を
講ずるものとする。」とされていることも踏まえ、引き続き必要な対応を検討する必要がある。

活
動
実
績

、
成
果
実
績

○ 他の手段と比較して実効性の高い手段となっているか。

活動費や派遣費用を助成することにより、障害者がパラ
リンピック等に参加するための大会に参加できるととも
に、パラリンピック等の世界大会に選手を派遣すること
により、障害者への理解が深まり、共生社会の実現に
寄与している。

予算監視・効率化チームの所見

現状通り
平成２３年６月に成立した「スポーツ基本法」では、障がい者スポーツを含むスポーツの推進を国策として行うことを柱と
しており、本事業の必要性や執行の観点からも適切であり、引き続き効率的な執行に努めること。

上記の予算監視・効率化チームの所見を踏まえた改善点（概算要求における反映状況等）

現状通り －

補記　（過去に事業仕分け・提言型政策仕分け・公開プロセス等の対象となっている場合はその結果も記載）

関連する過去のレビューシートの事業番号

0508 0461



資金の流れ
（資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ
て補足する）（単

位：百万円）

厚生労働省 

５０７百万円 

Ａ．(公財)日本障害者スポーツ協会 

５０７百万円 

（２３年度実績見込の例） 

（注）計数は各欄で端数処理（四捨五入）している。 

（障害者スポーツに係る普及・啓発、スペシャルオリンピック世

界大会への日本選手団派遣、強化合宿等に要する経費の補

Ｂ．(公財)日

本アンチドー

ピング 

機構 

４百万円 

Ｃ．人材派遣 

会社４社 

（株式会社） 

６百万円 

（補助） 

（ドーピング検査） （職員派遣） 

（普及・啓発、スペシャルオリンピックス世界

大会への選手団派遣、強化合宿等の実施） 

（随意契約） （随意契約） 

Ｄ．（NPO）スペ

シャルオリン

ピックス日本 

１７百万円 

（スペシャルオリンピッ

クス日本選手団派遣

事業） 

Ｅ．１０競技団

体 

４６百万円 

（ロンドンパラリンピッ

ク日本選手団強化合

宿事業） 

Ｆ．４８競技団

体 

３２８百万円 

（指定強化選手・競技

団体国内外強化活動、

海外コーチ招聘事業） 

（助成） （助成） （助成） 



費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出され
ている者につい
て記載する。費
目と使途の双方
で実情が分かる

ように記載）

A.（公財）日本障害者スポーツ協会 E.１０競技団体

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

委託料
ドーピング検査、人材派遣、ｽﾍﾟｼｬﾙｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸｽ世界大会日本選手団派遣経
費等

419 旅費 ロンドンパラリンピック日本選手団強化合宿 41

旅費 ﾛﾝﾄﾞﾝﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ団長会議等参加旅費 29 その他 諸謝金、会議費、賃金、雑役務費　等 5

人件費 事業部門 32

その他 賃金、印刷製本費、会議費等 16

借料及び損料 練習会場使用料 6

雑役務費 分析料等 2

通信運搬費 切手代、宅配料等 2

諸謝金 委員等謝金 1

計 507 計 46

B.（公財）日本アンチドーピング機構 F.４８競技団体

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

検査費 ドーピング検査 4 旅費 ＪＰＣ加盟団体による強化合宿 304

その他 諸謝金、会議費、賃金、雑役務費　等 24

計 4 計 328

C.人材派遣会社 G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

人件費 情報収集・提供事業担当は県職員等 6

計 6 計 0

D.（NPO）スペシャルオリンピックス日本 H.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

旅費 日本選手団派遣 17

計 17 計 0



支出先上位１０者リスト
A.

B.

C.

D.

E.

F.

2

3

4

5

6

7

8

9

1

ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿

9

8

7

5

3

2

1

競技団体Ｈ

競技団体Ｉ

ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿

ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿

ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿

ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿

ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿

ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿

ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿

競技団体Ｂ

競技団体Ｃ

競技団体Ｄ

競技団体Ｅ

競技団体Ｆ

競技団体Ｇ

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 日本障害者スポーツ協会 障害者スポーツに係る普及・啓発、バンクーバーパラリンピックへの選手団派遣、強化合宿等に要する経費の補助 507

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 （公財）日本アンチドーピング機構 アンチ・ドーピング事業競技会外検査 4 随意契約

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 株式会社Ａ 情報収集・提供事業担当派遣職員 2 随意契約

2 株式会社Ｂ 調査研究事業担当派遣職員 1 随意契約

3 株式会社Ｃ 調査研究事業担当派遣職員 0 随意契約

4 株式会社Ｄ 選手強化対策事業担当派遣職員 3 随意契約

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 (NPO)スペシャルオリンピックス日本 スペシャルオリンピックス日本選手団派遣事業 17

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 競技団体Ａ ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿 9

支　出　先 業　務　概　要
支　出　額
（百万円）

入札者数 落札率

1 競技団体A 指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘 34

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10 競技団体J ロンドンパラリンピック日本選手団事前強化合宿

競技団体E

競技団体F

競技団体G

競技団体H

1

競技団体B

競技団体C

競技団体D

競技団体I

競技団体K

指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘

指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘

指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘

指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘

指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘

指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘

指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘

指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘

指定強化選手・競技団体国内外強化活動、海外コーチ招聘

23

23

16

15

14

13

13

13

10


